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１．目 的

この選択約款は、家庭における各種ガス設備の普及を通じ本市の製造供給施設の効率的利用を図り、もって

合理的、経済的なガス需給の確立に資することを目的といたします。

２．選択約款の変更

本市は、この選択約款を変更することがあります。この場合には、ガス料金 その他の供給条件は、変更後

の選択約款によります。

３．用語の定義

（１）「厨房機器」とは、エネルギー源としてガスを使用する調理用機器及び食器洗浄機器をいいます。

（２）「多機能給湯器」とは、エネルギー源としてガスを使用する給湯器のうち複数の放熱器を接続して温水を

循環させて暖房を行う機能を有する熱源機又は、風呂の追い焚き機能のついた機器をいいます。

（３）「家庭用コージェネレーションシステム」とは、ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービ

ン、燃料電池等により電力又は動力を発生させるとともに、その際に発生する廃熱を利用する家庭用の熱電供

給システムまたは熱動供給システムをいいます。

（４）「衣類乾燥機」とは、エネルギー源としてガスを使用し、衣類等の乾燥を行うことを主な目的とした燃焼

機器、もしくはエネルギー源としてガスを使用し、放熱器を複数接続する機能を有する熱源機により、温水を

供給して衣類等の乾燥を行うことを主な目的としたシステムをいいます。

（５）「浴室暖房乾燥機」とは、エネルギー源としてガスを使用し、複数の放熱器を接続する機能を有する熱源

機により温水を供給して、浴室で暖房乾燥を行うシステムをいいます。

（６）「暖房設備」とは、エネルギー源としてガスを使用し、居室で暖房を行う機能を有する燃焼機器もしくは

温水機器によって作った温水を利用して居室で暖房を行うシステムをいいます。

（７）「居室」とは、居住のために継続的に使用する室をいいます。

（８）「専用住宅」とは、居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するため

に設備された部分がない住宅をいい、「併用住宅」とは、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設

備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいいます。

（９）「その他期」とは、４月検針分（３月検針日の翌日から４月検針日まで）から１１月検針分（１０月検針

日の翌日から１１月検針日まで）までをいい、「冬期」とは、１２月検針分（１１月検針日の翌日から１２月

検針日まで）から３月検針分（２月検針日の翌日から３月検針日まで）までをいいます。

（10）「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地

方消費税に相当する額をいいます。この場合、その計算の結果、１円未満の端数が生じた場合には、その端

数の金額を切り捨てます。

（11）「消費税率」とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。

なお、この選択約款においては１０パーセントとします。

４．適用条件

この選択約款は、専用住宅または、一需要場所におけるガスメーターの能力が１０立法メートル毎時以下の

併用住宅で次のすべての条件を満たし、使用者がこの選択約款による契約を希望される場合に適用いたします。

①２種類以上の厨房機器を使用する。

②多機能給湯器または家庭用コージェネレーションシステムを使用する。

５．契約の締結

（１）使用者は、この選択約款を承諾のうえ、本市に所定の申込書により使用を申し込んでいただきます。

（２）前項による申込書の本市到達後、本市が承諾した時点をもって契約の成立といたします。この場合、本市

は料金の適用開始日を使用者にお知らせいたします。

（３）契約期間は次の期間といたします。

①新たにガスの使用を開始した場合は、契約成立の日から料金の適用開始日が属する月の翌月を起算月として

１２か月目の月の定例検針日までといたします。

②本市との他の契約の解約と同時に、この選択約款を適用する場合は、解約した契約の解約日の翌日からその
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解約日が属する月の翌月を起算月として１２か月目の月の定例検針日までといたします。なお、解約した契

約の契約期間は、その契約の解約日までといたします。

③契約期間満了に先立って解約または変更の申し込みがない場合は、契約は、契約期間満了日の翌日からその

満了日が属する月の翌月を起算月として１２か月目の月の定例検針日まで同一条件で継続するものとし、以

降も同様といたします。

（４）本市は、この選択約款及び他の選択約款にもとづく契約を契約期間満了前に解約または解約と同時にガス

小売供給約款（以下「小売約款」といいます。）にもとづく契約（以下「一般契約」といいます。）を締結され

たかたが、同一需要場所でこの選択約款の申し込みをされた場合、その適用開始の希望日が解約の日から１年

に満たない場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等

のための一時不使用による場合は、この限りではありません。

（５）本市は、使用者がこの選択約款の契約期間満了前にこの選択約款の解約と同時に他の選択約款の適用を申

し込みされた場合には、申し込みを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等の

ための一時不使用による場合は、この限りではありません。

（６）本市は、使用者がこの選択約款または本市との他の契約（すでに消滅しているものも含みます。）の料金

をそれぞれの約款に規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合は、この選択約款への申し込みを

承諾できないことがあります。

（７）使用者は、同一需要場所でこの選択約款と本市の他の契約とを重複して契約することはできません。

６．使用量の算定

本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みによりその料金算定期間の使用量を算

定いたします。

７．料 金

（１）本市は、料金の支払いが、支払義務発生の日の翌日から起算して２０日以内（以下「早収期間」といいま

す。）に行われる場合には、早収料金（消費税等相当額を含んだものをいいます。以下同じ。）を、早収期間経

過後に支払が行われる場合には、早収料金を３パーセント割り増ししたもの（以下「遅収料金」といい、消費

税等相当額を含んだものをいいます。）を料金として支払っていただきます。なお、早収期間の最終日が休日

の場合には、直後の休日でない日まで早収期間を延伸します。

（２）本市は、別表の料金表を適用して、早収料金又は遅収料金を算定いたします。

８．割引制度

（１）この選択約款を適用されている使用者が、衣類乾燥機または浴室暖房乾燥機、暖房設備を使用する場合は、

以下に定める割引種別のうち、適用条件を満たすいずれかの種別を選択し、本市が定める申込方法により割引

制度適用を申し込むことができるものといたします。

ドライ割引

適用条件 衣類乾燥機または浴室暖房乾燥機を使用する場合

ホット割引

適用条件 暖房設備を使用する場合

セット割引

適用条件 ドライ割引とホット割引の適用条件いずれも満たす場合

（２）割引制度の適用期間は、この選択約款にもとづく契約と同一とし、この選択約款にもとづく契約が適用期

間後も継続される場合には割引制度も継続されるものといたします。なおこの選択約款にもとづく契約が終了

した場合は、契約終了日をもって割引制度も終了いたします。

（３）本市は、割引制度を適用する場合、ドライ割引は別表３（１）、ホット割引は別表３（２）、セット種割引

は別表３（３）に定める割引単価を適用します。

（４）すでに割引制度を適用されている使用者が、割引種別の変更を希望される場合は、（１）の定めによるも

のといたします。本市は、本市が割引種別の変更の申し込みを承諾した日から変更した割引種別を適用いたし

ます。

（５）使用者は、割引制度の適用条件を満たさなくなった場合は、すみやかに本市に割引制度の適用終了を申
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し出るものとします。

（６）使用者に割引制度適用に関する違反があった場合（（１）を満たさなくなった場合を含みます。）は、本市

の申し出にもとづき、割引制度の適用を終了できるものといたします。

（７）（５）（６）による申し出があった場合、申し出が相手方に到着した日をもって割引制度の適用を終了いた

します。

９．精算

（１）すでにこの選択約款を適用の使用者で、４の条件を満たさないでガスを使用の場合、本市は条件を満たさ

なくなった時点までさかのぼって小売約款に定める遅収料金と、既に料金としてお支払いいただいた金額の差

額を精算いたします。

（２）すでに８に定める割引制度を適用の使用者で、８（１）に定める条件を満たさないでガスをご使用

の場合、本市は条件を満たさなくなった時点までさかのぼって、条件を満たす割引種別を適用した場合

の料金（条件を満たす割引種別がない場合は７（１）に定める料金とします。）とすでに料金としてお

支払いいただいた金額との差額を申し受けます。

１０．設置確認

（１）本市は、４の適用条件が満たされているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合には、

正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾していただきます。

万一、立ち入りを承諾していただけない場合、本市はこの選択約款の申し込みを承諾しない、またはすみや

かにこの選択約款を解約し、契約終了日の翌日から一契約料金を適用いたします。

（２）この選択約款の適用条件を満たす機器を取り外した場合は、ただちにその旨を本市へ連絡していただきま

す。

１１．その他

その他の事項については、小売約款を適用いたします。

付 則

実施の期日：令和元年１０月１日からといたします。

付 則

実施の期日：令和５年４月１日からといたします。
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（別 表）

１．早収料金の算定方法

（１）早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。

（２）従量料金は、従量料金単価に使用量を乗じて算定いたします。

（３）割引制度を適用する場合の従量料金は、料金表１に定める従量料金単価から、料金表２に定める割引単価

を差し引いた金額に使用量を乗じて算定します。

（４）冬期割引単価は、料金算定期間の末日が冬期に属する料金に適用し、その他期割引単価は、料金算定期間

の末日がその他期に属する料金に適用します。

（５）料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。

料金に含まれる消費税等相当額 ＝料金×消費税率÷（１＋消費税率）（１円未満の端数切り捨て）

２．料金表１（消費税等相当額を含みます。）

（１）基本料金

１か月及びガスメーター１個につき ４，６２０．００円

（２）従量料金単価

１立方メートルにつき １３３．０９８円

３．料金表２（消費税等相当額を含みます。）

（１）ドライ割引

割引単価

適用期間 その他期 冬期

１立方メートルにつき ７．７０円

（２）ホット割引

割引単価

適用期間 その他期 冬期

１立方メートルにつき － ７．７０円

（３）セット割引

割引単価

適用期間 その他期 冬期

１立方メートルにつき ７．７０円 １５．４０円


